
わたしたち笠間市民のねがい
－ 笠 間 市 民 憲 章 －

自然を愛し，美しくゆめのあるまちにしよう

健康で働き，元気でいきがいのあるまちにしよう

歴史と文化を大切にし，豊かでうるおいのあるまちにしよう

思いやりの心を育て，明るいほほえみのあるまちにしよう

きまりを守り，安心でやすらぎのあるまちにしよう

平成19年1月1日制定

笠間市は，豊かな自然に恵まれ，先人たちが育んできた歴史や文化の

薫るまちです。わたしたちは，このふるさとを愛し，市民相互の交流に

つとめ，「住みよいまち 訪れてよいまち 笠間」をめざします。

本所

岩間駅西口

友部駅北口

8月31日（土）　午前6：00〜
（開場　午前5：00〜）

晴天時会場

笠間芸術の森公園
雨天時会場

※�雨天の場合は会場が狭い
ため入場制限をします。

笠間中学校
体育館

【問合せ】健康増進課（内線591）

＜お願い＞
・�暑い時期の早朝からの開催となりますので、朝食をとるなどし
て体調管理に配慮してください。
・�駐車場の混雑が予想されますので、乗り合わせのうえ、お早め
にお越しください。
・�参加者にはオリジナル記念品をご用意しています。参加費は無
料です。お気軽にご参加ください。（事前申込みは不要です）
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